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こころの電話相談いのち・サポートひだ ☎36-4670（毎週土曜日・日曜日午後7時～10時）

❶
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　

就
職
を
目
的
と
し
た
教
育
訓
練
と
し
て
市

が
指
定
す
る
講
座
（
※
1
）
を
受
講
し
た
場

合
、
受
講
終
了
後
に
費
用
の
２
／
３
相
当
を

給
付
（
上
限
20
万
円
、
下
限
１
万
２
，０
０
０

円
）
。

※
1
…
対
象
講
座　

介
護
職
員
初
任
者
（
ホ

ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
）
、
医
療
事
務
、
簿
記
、
情

報
処
理
、
英
会
話
、
秘
書
な
ど

❷
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　

就
職
の
た
め
の
資
格
取
得
（
※
2
）
を

目
的
と
し
て
、
専
門
学
校
な
ど
の
養
成
機

申

込

問
合
先

広
報
ID

子
育
て
支
援
課

☎
35-

３
１
４
０

１
０
０
０
７
３
３

応
援
し
ま
す

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
父
さ
ん 

お
母
さ
ん

関
で
1
年
以
上
修
業
す
る
場
合
に
、
修
業

期
間
中
の
生
活
支
援
と
し
て
月
額
10
万
円

（
最
大
3
年
間
・
住
民
税
課
税
世
帯
は
月
額

７
万
５
０
０
円
）
、
ま
た
学
費
な
ど
の
支
援

と
し
て
入
学
金
や
受
講
費
用
の
２
／
３
相
当

（
上
限
30
万
円
）
を
給
付
。

※
2
… 

対
象
資
格　

看
護
師
、
保
育
士
、
介

護
福
祉
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
な

ど対
象
者　

市
内
在
住
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
父

母
で
、
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
ま
た
は
同
程

度
の
所
得
水
準
に
あ
る
方

※
受
講
や
修
業
さ
れ
る
前
に
助
成
の
対
象
に

な
る
か
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
が
教
育
訓
練
講

座
を
受
講
す
る
場
合
の
費
用
な
ど
に
つ
い

て
、
国
の
制
度
に
市
が
上
乗
せ
し
て
助
成

を
行
っ
て
い
ま
す
。

委員会・審議会を公開しています

●傍聴は先着順となります。
●開催日時や場所が変更となる場合があります。
　また、議題など詳細についても担当課へお問い合わせください。

開催日 会議名ほか 担当課

3月15日
（水）

都市計画審議会
15:00～
市役所

4階特別会議室

都市整備課
☎35-3176

3月16日
（木）

新火葬場建設検討委員会
13:30～

市民文化会館
3-11講堂

市民課
☎35-3003

3月21日
（火）

庁議（幹部会）
8:30～
市役所

4階特別会議室

企画課
☎35-3131

3月24日
（金）

農業委員会
13:30～　

市役所
地下市民ホール

農業委員会事務局
☎35-3141

3月27日
（月）

庁議（幹部会）
8:30～
市役所

4階特別会議室

企画課
☎35-3131

3月28日
（火）

社会教育委員定例会議
13:30～
市役所

3階行政委員会室

生涯学習課
☎35-3155

公開予定の委員会・審議会

●
国
府
地
域
　
国
府
宇
津
江
線

「
山
本
公
民
館
前
」
「
鶴
巣
公
民
館
前
」
バ
ス

停
を
デ
マ
ン
ド
化
（
※
）
し
ま
す
。

※
デ
マ
ン
ド
の
バ
ス
停
…
対
象
の
バ
ス
停
で
乗

　

車
す
る
場
合
、
出
発
の
１
時
間
前
ま
で
に
電

　

話
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

市民乗車パスを更新します 
　これまで発行していた幹線（濃飛）バスのお
得な乗車券「市民乗車パス」が平成29年3月
末で失効します。

■
予
約
先 

濃
飛
バ
ス
予
約
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
33-

７
７
８
０

　「市民乗車パス」
を幹線バスの乗務員
に提示することによ
り、同一地 域内の乗
降が1乗車100円、地
域を越える乗降が上限1,030円に優遇されます。
　新しい「市民乗車パス」は、市民であることが
確認できるものを持参のうえ、次の窓口で申請く
ださい。（無料）
発行場所：濃飛バス、市都市整備課・福祉課・各
支所の窓口

　全国で高齢ドライバーが加害者となる交通事故等が多発するなか、認知症対
策の強化など運転免許制度が見直されるとともに、免許返納者へのさまざまな支
援により、運転免許証の自主返納促進の取り組みが行われています。

　市では、4月1日より、下記のとおり公共交通で利用可能な回数券を交付する新たな
制度を設け、運転免許証の自主返納と公共交通の利用の促進を図る予定です。

ご検討ください　運転免許証の自主返納

実施主体等 内容
濃飛バス 片道運賃半額（運転経歴証明書の提示による）

タクシー
（山都、新興、はと、濃飛） 65歳以上運賃１割引き（運転経歴証明書の提示による）

（一財）岐阜県交通安全協会 運転経歴証明書交付手数料1,000円を全額助成

対象者
平成29年4月1日以降に運転免許証を自主返納された市民
（警察署または運転者講習センターで、運転経歴証明書の
交付を受けてください）

回数券の
受取り

都市整備課および各支所窓口での申出により、100円券24枚綴
りを交付します（1人1回）
必要書類：運転免許の取消通知書（原本）と運転経歴証明書
受取期限：運転免許証を自主返納した日から1年以内

回数券の
ご利用

回数券（1乗車につき1枚）と運転経歴証明書を運転手へ提示
利用対象：のらマイカー、まちなみバス、タクシーおよびた
かね号（幹線バスではご利用になれません）

■ 概要 ■


